
JP 2016-157604 A 2016.9.1

10

(57)【要約】
【課題】本発明は、機材の収納を可能とし、かつ外壁部
が開閉可能とされることでデザイン性に優れた多目的ポ
ールを提供することを目的とするものである。
【解決手段】方形状の底板２と、この底板２の各コーナ
ーに下端が連結された支柱（４、４Ａ）と、支柱（４、
４Ａ）の上端に、各コーナーが連結された天板３と、隣
設する各支柱（４、４Ａ）との間に配置され、かつ、少
なくとも１つの支柱４と支柱４Ａとの間に支柱（４、４
Ａ）の一方に一端が枢支され、他端が支柱（４、４Ａ）
の他方に着脱可能とされた開閉用外壁部６と、開閉用外
壁部６の一端及び他端の長手方向に沿って覆着可能な覆
い板部７とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方形状の底板と、
　該底板の各コーナーに下端が連結された支柱と、
　該支柱の上端に、各コーナーが連結された天板と、
　前記隣設する各支柱との間に配置され、かつ、少なくとも隣設する一対の支柱間に、同
一対の支柱の一方に一端が枢支され、他端が同一対の支柱の他方に着脱可能とされた外壁
部とを備える
　多目的ポール。
【請求項２】
　前記外壁部の一端及び他端の長手方向に沿って覆着可能な覆い板部を備える
　請求項１に記載の多目的ポール。
【請求項３】
　少なくとも前記底板、及び前記天板の１つに複数の連結用穴部が設けられた
　請求項１または請求項２に記載の多目的ポール。
【請求項４】
　少なくとも前記底板、及び前記天板の略中央の１つに、連通用穴部が設けられた
　請求項１、請求項２または請求項３に記載の多目的ポール。
【請求項５】
　前記外壁部の一部が透光部材により形成された
　請求項１、請求項２、請求項３または請求項４に記載の多目的ポール。
【請求項６】
　前記覆い板部は、着脱自在な構成とされた
　請求項２、請求項３、請求項４または請求項５に記載の多目的ポール。
【請求項７】
　前記天板上に、一体的に連設された照明部を備える
　請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５または請求項６に記載の多目的ポ
ール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多目的ポールに関する。詳しくは目的に応じた機材を収納可能とする多目的
ポールに係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、公園や街中の沿道に設置されるポールに、照明、防犯、あるいは防災対策として
の照明灯、監視カメラやスピーカーを取付けることが行われている。
【０００３】
　例えば、太陽光発電を利用した照明灯として特許文献１に記載されたものが知られてい
る。
【０００４】
　具体的には、図１１に示すように、自然エネルギーを用いて発電する発電部材と、この
発電部材により得られた電気を蓄電する蓄電池と、蓄電された電気を用いて点灯する照明
部１０１を、支柱１０２に設けた構成の照明灯１０３とされている。
【０００５】
　ここで、支柱１０２の内部を中空状とし、この中空状内部に、蓄電池や電装部品を載置
する複数の載置棚１０４を有する棚組立部材１０５を挿脱自在に配設すると共に、支柱１
０２の側面に開口部を設け、この開口部に開閉自在な蓋部材１０６を設ける構成とされて
いる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４３８８９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１の発明では、蓋部材が支柱の側面に設けられていること
で、施工関係者以外の者でも蓋部材を認識することができ、悪意によって蓋部材を開けて
収納された機材を取り出す恐れがある。
【０００８】
　また、公園や沿道との調和を考慮して設置されるポールの側面に、蓋部材やネジなどが
取付けられた状態では、ポールとしてのデザイン性を損ねる恐れがある。
【０００９】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであって、機材の収納を可能とし、かつデ
ザイン性に優れた多目的ポールを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る多目的ポールは、方形状の底板と、該底板
の各コーナーに下端が連結された支柱と、該支柱の上端に、各コーナーが連結された天板
と、前記隣設する各支柱との間に配置され、かつ、少なくとも隣設する一対の支柱間に、
同一対の支柱の一方に一端が枢支され、他端が同一対の支柱の他方に着脱可能とされた外
壁部とを備える。
【００１１】
　ここで、方形状の底板と、底板の各コーナーに下端が連結された支柱と、支柱の上端に
、各コーナーが連結された天板によって、底板と天板との間に所定の空間を確保すること
が可能となる。
【００１２】
　また、隣設する各支柱との間に配置され、かつ、少なくとも隣設する一対の支柱間に、
一対の支柱の一方に一端が枢支され、他端が一対の支柱の他方に着脱可能とされた外壁部
部によって、出し入れ自在な収納スペースを形成することが可能となる。
　例えば、照明灯などの機材を支柱間に配置される外壁部を開くことで支柱内の収納スペ
ースに設置することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明に係る多目的ポールにおいて、外壁部の一端及び他端の長手方向に沿って
覆着可能な覆い板部によって、支柱と外壁部の枢支部分及び支柱と外壁部の着脱部分を覆
うことが可能となる。
【００１４】
　例えば、外壁部を開閉するために取付けられるネジなどが覆い板部で覆われることで悪
意によって開けられることを防止することが可能となる。
【００１５】
　また、本発明に係る多目的ポールにおいて、少なくとも底板、及び天板の１つに複数の
連結用穴部が設けられる場合には、個々の多目的ポールを積み重ねて設置することが可能
となる。
　例えば、ボルト・ナットなどの連結部材で個々の多目的ポールの天板及び底板を連結す
ることで複数の機能を備えた多目的ポールとすることが可能となる。
【００１６】
　また、本発明に係る多目的ポールにおいて、少なくとも底板、及び天板の略中央の１つ
に、連通用穴部が設けられた場合には、多目的ポール同士を連通状に連結することが可能
となる。
　例えば、電源ケーブルを連通用穴部に通すことで各多目的ポール内に設置された機器に
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電力を供給することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明に係る多目的ポールにおいて、外壁部の一部が透光部材により形成された
場合には、多目的ポール内から透光部材を通して光を照射することが可能となる。
　例えば、多目的ポール内にＬＥＤ灯などの光源を設置することで、透光部材を通して照
表示灯として活用することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明に係る多目的ポールにおいて、覆い板部は、着脱自在な構成とされた場合
には、外壁部の開閉を容易に行うことが可能となる。
【００１９】
　また、本発明に係る多目的ポールにおいて、天板上に、一体的に連設された照明部を備
える場合には、照明灯として活用することが可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の多目的ポールによれば、機材の収納を可能とし、かつデザイン性に優れた効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明を適用した多目的ポールの一例を説明するための分解模式図である。
【図２】本発明を適用した多目的ポールの一例を説明するための組立て模式図である。
【図３】本発明を適用した多目的ポールの図２Ａ－Ａ線における断面を説明するための断
面模式図（Ａ）及び、本発明を適用した多目的ポールの図２Ａ－Ａ線における断面の要部
拡大模式図である。
【図４】本発明を適用した多目的ポールにおける開閉用外壁部の一例を説明するための模
式図である。
【図５】本発明を適用した多目的ポールにおける開閉用外壁部の取付け状態を説明するた
めの模式図である。
【図６】本発明を適用した多目的ポールにおける外壁部の一部が透光部材により形成され
た場合の一例を説明するための模式図（Ａ）及び、本発明を適用した多目的ポールの外壁
部の一部が透光部材により形成された場合のＢ－Ｂ線における断面模式図（Ｂ）である。
【図７】本発明を適用した多目的ポールの他の例を説明するための模式図である。
【図８】本発明を適用した多目的ポールを集合した組立ての一例を説明するための模式図
である。
【図９】本発明を適用した多目的ポールの使用形態の一例を説明するための模式図である
。
【図１０】本発明を適用した多目的ポールの使用形態の他の例を説明するための模式図で
ある。
【図１１】従来の照明灯の一例を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参酌しながら詳述する。
【００２３】
　図１は本発明を適用した多目的ポールの一例を説明するための分解模式図、図２は本発
明を適用した多目的ポールの一例を説明するための組立て模式図、図３（Ａ）は図２のＡ
－Ａ線における断面を説明するための断面模式図、図３（Ｂ）は図２のＡ－Ａ線における
断面の要部拡大模式図である。
【００２４】
　ここで示す多目的ポール１は、底板２と天板３との間に配置される一対の支柱（４、４
）間に一体的に形成される固定用外壁部５と、一対の支柱（４Ａ、４Ａ）間に一体的に形
成される固定用外壁部５Ａとから構成されている。
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【００２５】
　更に、支柱（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）との間に開閉用外壁部（６、６Ａ）が配置
され、開閉用外壁部（６、６Ａ）の一端及び、他端の長手方向に沿って配置された覆い板
部７とから構成されている。
【００２６】
　ここで、底板２及び天板３の略中央には連通用穴部８が開口され、この連通用穴部８の
周囲に４個の連結用穴部９が開口されている。
　この連結用穴部９に連結用ボルト１１Ａが挿通されて上段に積み重ねられる多目的ポー
ル１の底板２の連結用穴部９にナット（図示せず。）などで螺着される。
【００２７】
　更に、底板２の各コーナーに締結用ボルト穴１０が穿孔され、締結用ボルト１１で支柱
（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）の下端と底板２とが締結固定されている。
【００２８】
　また、天板３の各コーナーに締結用ボルト穴１０が穿孔され、締結用ボルト１１で支柱
（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）の上端と天板３とが締結固定されている。
【００２９】
　更に、底板２及び天板３と支柱（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）は、ブラケット１２で
互いに直角状となるようにして連結固定されている。
【００３０】
　ここで、図３（Ａ）に示すように、固定用外壁部５は、一対の支柱（４、４）との間に
湾曲形状に形成された外壁面１３と平板形状の内壁面１４の二重構造により内部が中空状
に形成されている。
【００３１】
　また、固定用外壁部５Ａは、一対の支柱（４Ａ、４Ａ）との間に湾曲形状に形成された
外壁面１３と平板形状の内壁面１４の二重構造により内部が中空状に形成されている。
【００３２】
　また、支柱（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）の上下端には、ボルト穴１５が設けられ、
底板２、あるいは天板３の締結用ボルト穴１０と合せた状態で締結用ボルト１１によって
連結固定されている。
【００３３】
　また、支柱（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）の断面は、直角三角形状に形成され、互い
に対向する支柱（４、４Ａ）、支柱（４、４Ａ）の壁面１６の上下に、ナット収納用溝部
１７が開口される。更に、このナット収納用溝部１７と直角状に面する底板２及び天板３
に、同様なナット収納用溝部１７Ａが開口されている。
【００３４】
　そして、図３（Ｂ）に示すように、支柱（４、４）、支柱（４Ａ、４Ａ）の上下の壁面
１６と底板２及び天板３とが直角状に接する面にブラケット１２を配置し、ナット収納用
溝部１７にナット１８及び、ナット収納用溝部１７Ａにナット（図示せず。）を嵌め入れ
る。
【００３５】
　ここで、ブラケット１２の支柱（４、４Ａ）のナット収納用溝部（１７、１７Ａ）に接
する面にボルト挿通穴（図示せず。）が形成され、このボルト挿通穴を通してボルト１９
でナット収納用溝部（１７、１７Ａ）内のナット１８に螺着されている。
【００３６】
　これにより、支柱（４、４Ａ）と底板２及び天板３とをブラケット１２により直角状に
固定することが可能となる。
【００３７】
　また、支柱（４、４Ａ）の外面２０の固定用外壁部（５、５Ａ）側には、回転軸嵌入用
溝部（２１、２１Ａ）が上下方向に沿って形成されている。
【００３８】
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　また、支柱（４、４Ａ）の外面２０の略中央の上下に、ナット収納溝部１７Ｂが形成さ
れている。
【００３９】
　また、開閉用外壁部（６、６Ａ）は、図４に示すように、一方の側壁２２及び他方の側
壁２２Ａが支柱（４、４Ａ）の外面２０に接するように折り曲げ形成され、一方の側壁２
２の長手方向に沿って回転軸２３が設けられている。
【００４０】
　更に、他の側壁２２Ａに、支柱（４、４Ａ）の外面２０に形成されたナット収納溝部１
７Ｂに対応する位置に止めネジ挿通穴２４が設けられている。
【００４１】
　また、一方の側壁２２及び他方の側壁２２Ａの長手方向に沿って突条部（２５、２５）
が一定間隔で突設されている。
【００４２】
　更に、突条部（２５、２５）の上端が外側へ突起された係留用突部（２６、２６）が形
成されている。
【００４３】
　ここで、図５に示すように、一方の支柱（４、４Ａ）の外面２０の回転軸嵌入用溝部２
１に、開閉用外壁部（６、６Ａ）の回転軸２３が回転自在な状態で嵌め入れられる。
【００４４】
　これにより、回転軸２３を起点として開閉用外壁部（６、６Ａ）が開閉自在となると共
に、一方の側壁２２は一方の支柱（４、４Ａ）の外面２０に、他方の側壁２２Ａは他方の
支柱（４、４Ａ）の外面２０に接するようにして覆うことが可能となる。
【００４５】
　更に、前記図３（Ａ）に示すように、他方の支柱（４、４Ａ）の外面２０に形成された
ナット収納溝部１７Ｂ内にナット１８Ａを挿入する。そして、開閉用外壁部（６、６Ａ）
の他の側壁２２Ａに設けられた止めネジ挿通穴（図示せず。）に止めネジ２７を挿通して
ナット１８Ａに螺着することで、開閉用外壁部（６、６Ａ）を支柱（４、４Ａ）、支柱（
４、４Ａ）間に固着することが可能となる。
【００４６】
　なお、開閉用外壁部（６、６Ａ）を開閉扉として使用することも可能ではあるが、例え
ば、開閉用外壁部（６、６Ａ）の一方のみを開閉扉として使用する場合には、他方の開閉
用外壁部の一方の側壁及び他方の側壁を支柱の外壁面に止めネジで固着する。
【００４７】
　また、開閉用外壁部（６、６Ａ）の一方の側壁２２及び他方の側壁２２Ａに対して円弧
形状に折り曲げ形成された覆い板部７が着脱自在に取付けられる。
【００４８】
　ここで、覆い板部７の内側面に、開閉用外壁部（６、６Ａ）の一方の側壁２２及び他方
の側壁２２Ａの突条部（２５、２５）の間隔と略同間隔とされ、かつ、合成樹脂素材など
の弾性体により形成された突条部（２５Ａ、２５Ａ）が突設されている。
　更に、突条部（２５Ａ、２５Ａ）の内側に係留用溝部（２８、２８）が形成されている
。
【００４９】
　そして、覆い板部７の突条部（２５Ａ、２５Ａ）内に、開閉用外壁部（６、６Ａ）の一
方の側壁２２及び他方の側壁２２Ａの突条部（２５、２５）を押し入れるようにして嵌め
込む。これにより、突条部（２５、２５）の係留用突部（２６、２６）が係留用溝部（２
８、２８）に係留して覆い板部７の着脱が可能となる。
【００５０】
　次に、図６（Ａ）は本発明を適用した多目的ポールにおける外壁部の一部が透光部材に
より形成された場合の一例を説明するための模式図、図６（Ｂ）は本発明を適用した多目
的ポールの外壁部の一部が透光部材により形成された場合のＢ－Ｂ線における断面模式図
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である。
【００５１】
　ここで、固定用外壁部５の外壁面１３の一部に、縦長長方形状の開口部２９が開口され
ている。そして、図６（Ｂ）に示すように、この開口部２９より若干大き目とされ、かつ
、その周縁部に沿って段差部３０が周設された透光性部材３１が固定用外壁部５の内側よ
り開口部２９に嵌め入れられている。
【００５２】
　また、図７は本発明を適用した多目的ポールの他の例を説明するための模式図である。
【００５３】
　ここで示す多目的ポール１Ａは、天板３上に円筒形状の照明部３２が取り付けられてい
る。この照明部３２は、内部に光源（図示せず。）が設けられると共に、乳白色や透明色
等の透光性部材により形成されている。
【００５４】
　ここで、多目的ポール１Ａ内に制御器やトランス等の機材（図示せず。）が収納され、
天板３の連通用穴部（図示せず。）を通して電源コード（図示せず。）が配線されている
。
【００５５】
　以上の構成よりなる本発明の多目的ポールでは、図８に示すように、照明部３２が設け
られた多目的ポール１Ａを最上段として複数の多目的ポール１が積み重ねられて照明灯３
３が組み立てられる。
【００５６】
　ここで、最下段の多目的ポール１と２段目の多目的ポール１は、最下段の多目的ポール
１の天板３と２段目の多目的ポール１の底板２が連結用ボルト１１Ａによって連結される
。
【００５７】
　また、２段目の多目的ポール１の天板３と３段目の多目的ポール１の底板２が連結用ボ
ルト１１Ａによって互いに連結される。そして、３段目の多目的ポール１の天板３と４段
目の多目的ポール１の底板２が連結用ボルト１１Ａによって互いに連結される。
【００５８】
　更に、４段目の多目的ポール１の天板３と最上段の多目的ポール１Ａの底板２が連結用
ボルト１１Ａによって連結される。
【００５９】
　このようにして組み立てられた照明灯３３では、図９に示すように、各多目的ポール１
の開閉用外壁部６を開いて機材などを収納すると共に、連通用穴部（図示せず。）を介し
て電源コードなどの配線を行うことが可能となる。
【００６０】
　具体的には、前記図５において詳述するように、開閉用外壁部６の一方の側壁２２及び
他方の側壁２２Ａに取付けられた覆い板部７を取外す。
【００６１】
　そして、開閉用外壁部６の一方の側壁２２Ａに螺着された止めネジ２７をドライバーな
どで取外して支柱４との固着を解除することで開閉用外壁部６を開くことが可能となる。
【００６２】
　また、各多目的ポール１の底板、天板（図示せず。）の略中央の開口された連通用穴部
（図示せず。）が互いに連通状に合わさることで電源コードなどの配線が可能となる。
【００６３】
　また、固定用外壁部（５、５Ａ）の一部が透光性部材３１で形成された多目的ポール１
では、多目的ポール１内に、例えばプロジェクター、あるいはＬＥＤ灯を搭載して透光性
部材３１を通して映射、または発光を行うことが可能となる。
【００６４】
　次に、図１０は本発明を適用した多目的ポールの使用形態の他の例を説明するための模
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式図である。
【００６５】
　ここで、照明部３２が設けられた多目的ポール１Ａを最上段として複数の多目的ポール
１が積み重ねられて照明灯３３Ａが組み立てられる。
【００６６】
　例えば、多目的ポール１Ａの下段である４段目の多目的ポール１では撮像装置３４が設
けられている。
【００６７】
　また、３段目の多目的ポール１の固定用外壁部５にはスピーカー３５が設けられ、２段
目の多目的ポール１の固定用外壁部５にはインターホーン３６が設けられている。
　このような構成の照明灯３３Ａにより、公園や住宅地などの防犯機能を備えた照明灯と
して活用することが可能となる。
【００６８】
　本発明によれば、開閉用外壁部の開閉箇所を覆い板で覆うことで開閉式のポールとして
外部の者が認識することができず、悪意によるポールの開閉を防止することが可能となる
。
【００６９】
　また、様々な目的に応じた機能を備えた多目的ポールを組み合わせることで公園、駅構
内、住宅地などの状況に合せたポールの設置が可能となる。
【００７０】
　また、開閉用外壁部の開閉箇所を覆い板で覆うことで外表面に凹凸の無い、デザイン性
に優れた多目的ポールを作成することが可能となる。
【００７１】
　なお、本実施の形態では、外壁部の一端及び他端の長手方向に沿って覆い板部を設ける
ものであるが、必ずしも覆い板部を設ける必要性はない。
【００７２】
　しかし、外壁部を開閉するために取付けられるネジなどが覆い板部で覆われることで悪
意によって開けられることを防止することができるという点において覆い板部を設けるこ
とが望ましい。
【００７３】
　また、本実施の形態では、少なくとも底板、及び天板の１つに複数の連結用穴部を設け
るものであるが、必ずしも底板、及び天板に連結用穴部を設ける必要性はない。
【００７４】
　例えば、単体で使用する多目的ポールでの形態では底板、及び天板に連結用穴部を設け
る必要性はない。
【００７５】
　また、本実施の形態では、少なくとも底板、及び天板の略中央の１つに、連通用穴部を
設けるものであるが、必ずしも底板、及び天板に連通用穴部を設ける必要性はない。
【００７６】
　例えば、単体で使用する多目的ポールでの形態では底板、及び天板に連通用穴部を設け
る必要性はない。
【００７７】
　また、本実施の形態では、外壁部の一部を透光部材により形成するものであるが、必ず
しも透光部材により形成する必要性はない。
【００７８】
　しかし、外壁部の一部を透光部材により形成することで、スポットライト、あるいはフ
ットライトとして活用することが可能となる。
【００７９】
　また、本実施の形態では、覆い板部を着脱自在な構成とするものであるが、必ずしも着
脱自在な構成とする必要性はない。
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　しかし、覆い板部を取り外すことで容易に開閉用外壁部の開閉が行えるという点におい
て覆い板部を着脱自在な構成とすることが望ましい。
【００８１】
　また、本実施の形態では、天板上に、照明部を一体的に連設するものであるが、必ずし
も照明部を連設する必要性はない。
【符号の説明】
【００８２】
１、１Ａ　　　　　多目的ポール
２　　　　　　　　底板
３　　　　　　　　天板
４、４Ａ　　　　　支柱
５、５Ａ　　　　　固定用外壁部
６、６Ａ　　　　　開閉用外壁部
７　　　　　　　　覆い板部
８　　　　　　　　連通用穴部
９　　　　　　　　連結用穴部
１０　　　　　　　締結用ボルト穴
１１　　　　　　　締結用ボルト
１１Ａ　　　　　　連結用ボルト
１２　　　　　　　ブラケット
１３　　　　　　　外壁面
１４　　　　　　　内壁面
１５　　　　　　　ボルト穴
１６　　　　　　　壁面
１７、１７Ａ、１７Ｂ　ナット収納用溝部
１８、１８Ａ　　　ナット
１９　　　　　　　ボルト
２０　　　　　　　外面
２１、２１Ａ　　　回転軸嵌入用溝部
２２　　　　　　　一方の側壁
２２Ａ　　　　　　他方の側壁
２３　　　　　　　回転軸
２４　　　　　　　止めネジ挿通穴
２５、２５Ａ　　　突条部
２６　　　　　　　係留用突部
２７　　　　　　　止めネジ
２８　　　　　　　係留用溝部
２９　　　　　　　開口部
３０　　　　　　　段差部
３１　　　　　　　透光性部材
３２　　　　　　　照明部
３３、３３Ａ　　　照明灯
３４　　　　　　　撮像装置
３５　　　　　　　スピーカー
３６　　　　　　　インターホーン
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